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             Press Release  
 
 
 
 

報道関係者  各位 

令和２年度個別労働紛争解決制度等の施行状況を公表します 
～退職勧奨・労働条件引下げ・雇止めの相談件数が増加、いじめ嫌がらせは高水準～ 

 

愛知労働局（局長 伊藤 正史）は、このたび、「令和２年度の個別労働紛争解決制度の施行状

況」をまとめましたので公表します。 

「個別労働紛争解決制度」※1 は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などを

めぐるトラブルの拡大を未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、総合労働相談コーナー
※2において各種相談対応等を行っています。 

愛知労働局では、総合労働相談コーナー等に寄せられる総合労働相談への適切な対応に努める

とともに、助言・指導及びあっせん等の運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然

防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。 

【ポイント】 

１．総合労働相談件数、あっせん件数いずれも前年度より増加。総合労働相談件数は

97,670 件で、過去最高。助言・指導件数は減少した。【図１－１、図２－１】 

総合労働相談件数 97,670 件(対前年度比 2.2％増) （全国 3位） 

 民事上の個別労働紛争相談件数※3 16,136 件(対前年度比 11.9％減)（全国 3位） 

均等三法相談件数 5,431 件(対前年度比 35.2％増) 

 

セクシュアルハラスメント 333 件(対前年度比 27.8％減) 

妊娠・出産ハラスメント 134 件(対前年度比 5.6％減) 

育児ハラスメント 85 件(対前年度比 30.7％増) 

介護ハラスメント 37 件(対前年度比 68.2％増) 

助言・指導※4申出件数 711 件(対前年度比 13.7％減）（全国 2位） 

あっせん※5申請件数 345 件(対前年度比 3.19％増）（全国 2位） 

２．コロナ禍により「退職勧奨」、「労働条件引下げ」、「雇止め」が増加し、「いじめ・

嫌がらせ」は減少したものの高水準で推移 
・民事上の個別労働関係紛争のうち「退職勧奨」1,567 件⇒1,715 件（148 件増）、「労働条件引き下げ」

2,061 件⇒2,137 件（76 件増）、「雇止め」775 件⇒850 件（75 件増）、「いじめ・嫌がらせ」5,601 件

⇒4,507 件（1,094 件減）  

・｢いじめ・嫌がらせ」の相談の割合は、個別労働紛争解決制度の開始以来、年々増加傾向であった

が、令和２年度は 4,507 件(対前年度比 20.0％減)と減少したものの、個別労働紛争相談の 23.5％

を占め、平成 24 年度以降９年連続で相談内容のトップになっています。 

・ 助言・指導申出件数、あっせん申請件数においても「いじめ・嫌がらせ」がそれぞれ 17.0％、  

23.5％を占め、申出内容・申請内容のトップになっています。 
 

※1 「個別労働紛争解決制度」：「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、総合労働相談コーナー※2 

における「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」※4、紛争調整委員会による「あっせん」※5の 

３つの制度がある。 

※2 「総合労働相談コーナー」：愛知労働局では、労働局内、各労働基準監督署内の計 15 か所に総合労働相談コーナー 

を設け、労働に関するあらゆる相談等に対し解決援助に向けてのサービスを行っている。 

※3 「民事上の個別労働紛争」：労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争 

（労働基準法等の違反に係るものを除く。）。 

※4 「助言・指導」：民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すこと 

により、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。 
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※5 「あっせん」：民事上の個別労働紛争について、紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や社会保険労務士など労働 

問題の専門家）が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。 




































